
   

 

   

八幡信用金庫 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 当金庫では、職員が仕事と子育てを両立させながらその能力を十分に発揮で

き、男性・女性ともに働きやすい環境作りを通じて女性の更なる活躍推進につ

なげるため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和７年４月１日～令和１２年３月３１日までの５年間 

２．目標と取組み内容・実施時期 

 

目標１：女性営業担当経験人数割合 

現在２３％ ⇒ ２６％以上にする 

＜対策＞ 

令和７年５月 ～ 女性のキャリア形成のための研修実施 

令和８年４月 ～ 女性営業担当者登用 

 

目標２：女性役席者の割合 

 現在２１％ ⇒ ２５％以上にする 

＜対策＞ 

令和７年４月 ～ 女性の管理職・営業職等への登用推進 

 

目標３：男性の育児休業取得率を５０％以上とする 

 

＜対策＞ 

令和７年４月 ～ 全職員に対し制度について周知する 

令和７年４月 ～ 管理職を対象として、男性部下の育児休業取得に関す

る制度や支援の方法について研修を行う 


